
した、③のちの高島了悦本人、とする三つに分かれている。「頭人・町年寄」の家譜を整理した山崎
信二氏によれば、高島了悦は天正二年父高島氏春と共に長崎に移るとしている（山崎2015）。そこで、
佐々木が高島の父であったとすれば父氏春が「頭人」であったということになる。金井俊行氏の『増
補長崎略史』「長崎名家略譜」によれば、高島氏は「近江源氏佐々木定綱曾孫次郎高信初めて高島氏
を称す」とある（金井1926 P．559）ので、佐々木氏と高島氏は関係があったことになる。現在のと
ころ、①②③について正否を判断する根拠を持ち得ない。
長崎地誌・旧記類において、「頭人」として挙げられるのは、「長崎略記Ａ」系史料が16名ともっと
も多い。総て併せると20名の「頭人」がいたことになるが、平戸屋文知坊が捏造されたとする古賀十
二郎氏のように「架空の人物」と想定しなくとも、元亀二年（1571）の「町建て」から天正十六年（1588）
までの17年の間に、町方の代表として「代リ合テ」（『長崎実録大成補遺』）勤めていた延べ人数20名

表6 町方指導者の呼称と天正十五年の伴天連従事者
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ほどの「頭人」が記憶されて記録された、と見るのが妥当ではないだろうか。
「頭人」とその合議体である「頭人中」についての歴史的な形成過程があることを、安野氏は想定
されているが、「長崎縁起」系史料の『長崎略縁起』と『長崎縁起評』のなかに、戦国末期の戦乱期
の「長崎町建て」長崎の「頭人」には、流浪して来た「諸国牢人」と「当地ノ者」があったとされる
ところから、少なくとも①「長崎草創期」の自治都市長崎、②天正八年（1580）のイエズズ会領となっ
た都市長崎、③戦国の戦乱が終結した天正十六年以降の秀吉公領化した長崎、④江戸幕府天領の長崎、
と町方指導者のあり方も時代的に変化していったに違いない。
（3）町方指導者の変遷
長崎の町方の指導者の呼称については、安野氏が「「当処の頭」「処の頭」「頭分」「当人」「頭人役」
「肝入」「別当」などと、記録によって呼称が異なっているのは、頭人の歴史的形成過程が複雑だっ
たことによるのではなかろうか」と指摘されている（安野1974・1992）。上述したように、元亀二年
（1571）の「町建て」から文禄元年（1592）頃までの20年余の間に、「頭人」等の町方指導者が入れ
替わり、その呼称についても変化していったことは充分に考えられる。今回の史料調査では、表6に
示したように、14の呼称が認められ、そのなかで「頭人」が21ともっとも多い。
「別当」については、「長崎鑑」系史料と、「長崎縁起」系史料の『長崎記：禿法』と『長崎縁起評』
に見られるが、「別当」が「頭人惣代」のような職とすれば、白倉如庵・吉岡九兵衛・馬場甚兵衛・
須川主水・山本庄左衛門・沼喜田小庵の6名が草創期の六丁町において「別当」を「代リ合テ」勤め
ていたと再評価できそうである。武野要子氏は、元亀元年（1570）に長崎村を襲撃した深堀純賢に応
戦したキリシタン土豪の山本バルタザールを、山本庄左衛門と重ねて見ている（武野1981）。
天正六年（1578）の深堀茂宅（純賢）との合戦記事が、『長崎拾芥』、『長崎始由来記』、『長崎港草』
にあり、そこで討ち死にした大将高木惣兵衛と高木勘左衛門という人物が登場する。天正七年（1579）
の町方と長崎甚左衛門との合戦では、『長崎拾芥』と『長崎実録大成補遺』に、高木勘左衛門の兄と
して高木宮内左衛門が登場して、いずれも町方武士として戦っている。山崎信二氏は、高木家の家譜
を整理して、高木勘左衛門が高木作右衛門忠雄（了可）で、高木宮内左衛門は兄の高木宗重（了善）
として、武芸の伎倆を持つ町方の中心となっていた事を想定している（山崎2015）。山崎氏の家系図
では、高木惣兵衛が康宗ということになり、「頭人」として挙げられている高木新七郎の可能性があ
るが、それでは父高木新七郎が天正六年に討ち死にしたということになる。
また、天正七年三月には、（当人中ノ）惣代として須川主水が、信長に会うために上京したが、筑
前石坂において賊に遭い殺害されたという記事が『長崎実録大成補遺』、『長崎港草』にある。須川主
水は、天正七年の町方と甚左衛門との抗争解決を信長に請願するため旅で出たのであろうか。
天正十五年（1587）には、九州征圧のために博多に出陣していた秀吉に、伴天連が訪ねてきたとき
に付き従っていた長崎町方の者に無礼があったことで処分を受けたという記録が「長崎拾芥」系史料
にあり、表7に事例として『長崎旧記』と『長崎実録大成正編』の記事を示した。伴天連に従事して
いた者は、表6から「侍」、「武人」、「頭人」、「地頭職の者」と記された2名の者であり、磔として死
罪あるいは追い立てられている。また、長崎の「地頭職の者」が長崎を切支丹寺領として差出す不届
きをしているとして、長崎を直轄地とするため藤堂佐渡守を差し向け、翌天正十六年（1588）には寺
澤志摩守と藤堂佐渡守を差し下して長崎を見分したとある。これらの記事の書き方を見ていると、伴
天連に伴った「頭人」の上位に「地頭職の者」がいるようにも読み取れる。
それまで自治都市長崎のなかで町方によって指導者が撰ばれていた「頭人中」の組織が、天正十六
年の秀吉の公領化によって解体され、それまでイエズズ会派の重鎮として長崎を支配していたキリシ
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タン武士の「頭人」らが処分あるいは海外へ追放された可能性がある。
「頭人・町年寄」についての記事については、ＨからＭに分類できる（表3）。このなかでもっと
も古いのは、『町年寄発端由緒書』のＭであり、天正七年の長崎甚左衛門との合戦で甚左衛門が敗北
して長崎を退散したため、高木・高島・後藤・町田が長崎の「地頭」になったという主張であり、安
野氏が指摘しているように「町年寄」である家の者たちがその出身の正統性を示すために書かれた根
拠に乏しい記事であると判断される。
次に、Ｈの天正十五年九月に藤堂佐渡守が長崎に差し下り、高木・高島・後藤・町田の四名が「地
頭」になったという記事である。Ｉは、天正十六年に鍋嶋飛騨守に長崎が預けられ、毎年「頭人」の
内1名が挨拶に上京することになったという記事である（『長崎集』では「天正十六年より町年寄が
江戸え年以御礼勤る」というが「町年寄」でなく「頭人」の誤りであろう）。Ｊは、寺澤志摩守の代
に、高木勘右衛門、高島良悦、後藤惣太郎、町田宗賀が町の「頭人」になったという記事である。Ｋ
は、文禄元年に寺澤志摩守が、4名の頭人を「町年寄」にしたという記事である。Ｌは、慶長末に江
戸幕府公領になって奉行を定められ、高嶋・高木・後藤・町田の者共を「町年寄」と号し、その子孫
が今に至り「町年寄」の職を相勤めることになったという『崎陽群談』の記事である。
Ｈ・Ｉ・Ｊは、町の住民によって代表となる「頭人」を選出していたのであるが、天正十五年から
十六年にはかけてイエズズ会との結びつきが深かった「頭人」らが一掃され、長崎の新たな支配者に
なった秀吉の家臣によって、高木・高島・後藤・町田の4名が「頭人」（「地頭」）として選ばれたと
いう、自治都市長崎から豊臣公領長崎ヘの権力秩序の変化によって生じた歴史的画期が表された記事
であろう。
ルイス・フロイスは、1591年（天正十九）8月19日に長崎に来航したポルトガルの定航船の黄金を、
秀吉が買い占めるべく派遣された毛利壱岐守・鍋島加賀守が失敗して、その責任をとって役人が投獄
されており、それから以後「乙名」という庶民の頭領に委ねることになったと書簡で報告している（松
田監訳1987）。このフロイスが記している、役人に替えて庶民の頭領に委ねることになったという記
事は、重要なことを示唆している。
それは、いままで町方の要職を武士出身者が占めていたが、町人出身の町方役人がでてきたという
ことを表している。それはまた、文禄年間に商人身分の村山等安が長崎代官となったということと、
村山の後、代官を継いだ博多商人出身の末次平蔵についても同様であり、豊臣政権によって戦国の世
が統一された新しく形成された秩序の下で、公領地長崎において機構変革が行われ、町方指導層に変

表7 天正十五年の秀吉博多出陣地の伴天連訪問に伴う処分等の記事
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化が生じたことを示している。
Ｋは、文禄元年（1592）に奉行となった寺澤志摩守によって、その時に「頭人」であった高木・高
島・後藤・町田の4名が「町年寄」に定められたということである。文禄元年、秀吉が文禄の役で名
護屋城に在陣していたときに、後藤宗印が参上している。新たに「町年寄職」に定められた4名の代
表として、御礼の挨拶に出向いたものであろう（山崎2015）。このことは、のちの地役人組織として
の基礎となる「町年寄」・「乙名」などの町方役人も併せて組織再編が行われた可能性をもっているの
でなかろうか。
そしてＬは、江戸幕府になった慶長末になって、高木・高島・後藤・町田の四家が「年寄職」とし
ての「世襲」が定められた、という史実が表されているのではないだろうか。「世襲」の「町年寄職」
が定められ、徳川公領下の長崎天領において、長崎地役人組織の体制が整備されていくことになるの
であろう。

おわりに
ここでは、長崎地誌・旧記類の「長崎町建て」に絞って関連記事を集成し、比較検討を行った。そ
の成果の一つは、考古学の型式学的な視点から、史料の時系列的な系列を把握することで、長崎地誌・
旧記類の系譜としての〈系統〉が明確になったことであろう。すなわち、①「長崎鑑」系、②「長崎
拾芥」系、③「長崎港草」亜系、④「長崎略記Ａ」系、⑤「長崎縁起」系、⑥「大村藩・大村家」系
ほかの〈系統〉を把握することができ、①会所、②奉行所、③町人学者、④長崎頭人、⑤正覚寺僧浄
遍（禿法・隠居蓮池院）、⑥大村藩などの関わりを想定した。
また、「長崎町建て」の歴史事象と「長崎頭人・町年寄」のあり方については、これまで長崎の歴
史を研究されてきた多くの先学の業績に学びながら検討を行った。
しかし今回の論稿において、長崎地誌・旧記類の「長崎町建て」にかかる簡潔な内容の記事から読
みとることができた歴史像は、まだ粗いデッサンにすぎないであろう。寛文の大火以前の史料が焼失
した長崎のように文字記録による資料・情報が限られているケースでは、文献史研究だけでは歴史の
実態や状況について多くを語り得ないことになる。長崎の「草創期の記述は必ずしも信用できない」
とした箭内健次氏の言葉は、文献史による研究では手立てがないことを弁明した言葉にも聞こえてく
る。そのような文献史研究における証明の方法がないという制約を乗り越えていくには、他領域から
見た多角的な視点による研究アプローチが必要なのではないだろうか。
すなわち、「長崎惣町絵図」から江戸時代の長崎の町並を復元した布袋厚氏の仕事（布袋2009）、
古絵図をもって東京の町を歩き〈生きられた空間〉としての江戸における場所の記憶・文脈・意味を
探り、都市江戸の空間的歴史的構造を読み解いた陣内秀信氏の仕事（陣内1992）、あるいは歴史地理
学などの研究方法などに学んでいかなければならないのだろう。
そして、もともと文字資料が存在しない時代を研究してきた考古学が力を発揮できることが考えら
れる。すなわち、発掘調査を行って地下に埋もれた都市の基層文化を掘り出し、調査成果から遺構の
変遷を組み立て、町の形成等を検証していく考古学の方法である。長崎草創期の町の成り立ちを研究
していくには、文献史の成果も検証しながら考古学の方法を活用した調査研究によって歴史像を復元
していく「歴史考古学」の一分野である「近世考古学」によって調査研究することが望まれる。
そのような、領域を横断する多様な多角的視点でもって都市長崎の歴史を探究し、具体的で豊かな
歴史像を描いていかねばならないのだろう。考古学の視点からみた、「長崎の成立と発展」について
の課題については、別に稿を起こす機会をもちたい。
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表8 「長崎町建て」記事集成（●は見出し、○は関連した文章、◎は引用文献として挙げられている文書）
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【あとがき・謝 辞】
今回の論稿では、文献史料から「長崎町建て」をめぐる歴史事象を読み解き、史料をテクストとし
て実証と解釈したことについて先覚者の方々と対話しながら議論させてもらうという気持ちで検討を
行った。これまでに経験したことがない有意義な機会をもつことができたと思っている。
そのことで多くを学ぶことになった先覚者のなかで、古賀十二郎氏が「長崎名誉市民」の栄誉を固
辞されて、76歳で生涯を閉じるまで研究を続け執筆に専念されていたことを知った（中嶋幹起2007）。
中嶋氏は古賀氏の業績のなかで、1925年に刊行された『長崎市史 風俗編』について、1929年に創刊
された『アナール』誌を中心とするフランスの「アナール学派」の「社会史」研究に先行する視点を
もって書かれた名著であると評価されている。私自身も古賀氏が亡くなった年に近づきつつあるが、
古賀氏が持ち続けられた研究姿勢を範として、これからも研究に専念したいと思っている。
長崎には、開かれた研究の場として「西海考古」がある。そのことで、私たちは研究し執筆を続け
ることができる。そのような場を提供しておられる、主宰の古門雅高氏、渡邊康行氏に深く感謝を申
し上げたい。

【註】
註1 安野氏は、『長崎根元記』の「則元亀二年に町割をなし、国々より集まる所の名によせて、其集る所の者は

一所に置、或は豊後町・大村町、或は平戸町、或は五島町などと名付け、町之頭人を定」という記事を引い
て、「通説では後に「内町」に入るとされるⅢ地域の「豊後町」「五島町」が『長崎根元記』ではⅡ地域の「六
丁町」の「大村町」「平戸町」と共に、元亀二年の町割と同時にできたとあるのである。このほか「樺島町」
が最初にできたとする記録もある。通説に立てばこれらは皆〈誤り〉となろう」（安野1992 P．184）とし
ている。
しかし、『長崎根元記』の記事は、国々から集まった所の名前を町の名としたということを述べている〈カ〉
の記事の〈系統〉であって、長崎の最初に出来た町の話ではない。安野氏が「樺島町」が最初にできたとし
て記録として渡辺庫助氏の『長崎陽論攷』（『崎陽論攷』が正しい）を挙げているが、渡辺氏は『庫物長崎記
抜萃』の「元亀弐年町割シ夫付島原町大村町平戸町椛島町此分立初」の記事を引いて、「このとき椛島町が
出来たといふのは誤である」（渡辺1964 P．325）と指摘されている。原著者の指摘を踏まえた正しい引用
を行うべきであろう。

註2 松本四郎氏は、著書『日本近世都市論』（東京大学出版会）のなかで、貿易都市長崎について、長崎の数万
人規模に発展した町の人口に対して、長崎奉行支配下の村々の石高は3200石にすぎないため、17世紀をとお
して、長崎ヘの米の供給事情は、かなり不安定であったことを指摘し、長崎という町がそもそも農村経済の
一定の発展の結果できた都市でなく、政治・宗教・貿易といった外的要因によってつくられた町であるため
に、厖大な都市人口が消化する飯米の供給が権力によって保証されなければ、町そのものが維持できなかっ
たとしている（松本1983）。長崎が、独占的な貿易利権をもつことで繁栄する一方、政治・宗教・貿易といっ
た外的要因で創られた貿易都市であるため、食糧供給について外部に頼らざるを得ない、あやうい基盤の上
に成り立っていたということである。

註3 渡辺庫輔氏は、長崎県立長崎図書館の罫線用紙に写した『長崎鑑』を見て、『続長崎鑑』より古いもではな
いとしている（渡辺1961）。現在、長崎歴史博物館では、正徳元年に書写された『続長崎鑑』の史料が閲覧
できる。本稿では、『続長崎鑑』が『長崎鑑』を参考にして成立したことを推察した。

註4 渡辺庫輔氏は、『庫物長崎記抜萃』という書名を使っているが、この書が「当時の奉行たる岡野孫九郎か牛
込忠左衛門に「呈書」されたのであろうか」と推測している（渡辺1961）。そうであれば、『庫物長崎記』
は長崎奉行から命じられて編纂された書物であった可能性が考えられる。

ひ の うら

註5 平戸島の平戸港に、平戸瀬戸を挟んで面する平戸市田平町山内免にある浦が「日ノ浦」である。日浦与左衛
門は、日ノ浦出身の平戸商人であった可能性が推測される。「日浦」あるいは「日野浦」と表記されたので
あろう。

註6 外山幹夫氏は、長崎の遺跡で、12・13世紀の中国製青磁などが出土していること、文献史料に永禄元年、同
五年に中国船が来帆している記事があることから、長崎港は元亀年間以前から内外の人々によって利用され
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ていたのであるから、元亀年間が長崎開港の時とするのは、あまりにも南蛮貿易偏重史観という他はないと
して、元亀二年は「開港」というより、新たに南蛮貿易港として出直したに過ぎないと指摘されている（外
山2011）。そして、「長崎開港」という語を用いたのは、1932年の岡本良知氏の『長崎開港以前欧舶来往考』
を挙げられている。
しかし、管見のところ、「長崎開港」という語が使われているのは、最初の長崎県図書館長であった永山時
英氏（1867‐1935）で、1926年に古賀十二郎氏との共著の『長崎と海外文化』（長崎市役所）のなかで「第六
章 開港前の長崎町」、「第七章 長崎の開港」とされている事例がもっとも古いようである。それ以前の荒
木周道氏（1840‐1910）、金井俊行氏（1850‐97）、香月薫平氏（1868‐95）の著作には、「長崎開港」という言
葉は見受けられないことは注意すべきである。この「長崎開港」という言葉が出現したことは、その概念が
生み出されたということであって、「長崎開港」という言葉がどのような社会的背景、歴史観のもとで出現
したのか、検証していく必要がある。そのことによって、「長崎開港」という言葉の歴史的意義付けができ
ると考えている。

註7 山崎信二氏は、『長崎キリシタン史』のなかで、純忠と結んだ「必要な協定」について、「純忠が十年後に長
崎を教会に譲渡する時の事項を参考にすれば、長崎の町の最終的な支配権・裁判権は純忠にあるが、町およ
び港の運営については基本的にイエズズ会に任せる、ポルトガル船の入港・停泊税および外国からの輸入品
に対する税（関税の初歩的なもの）は大村純忠に帰するといった内容ではなかろうか」と想定している（山
崎2015 P．10）。
中世後期の宗教社会史の神田千里氏が、『戦国と宗教』（岩波新書）のなかで、「横瀬浦開港」について簡潔
にまとめている。「長崎開港」についても同様な経緯があったことが推察される。以下に記しておきたい。
平戸で起こったトラブル以来、コスメ・デ・トルレスはルイス・デ・アルメイダに指示して、大村領内に
ポルトガル船の停泊地を探させた。フロイスによれば、アルメイダの指図によりポルトガル人水先案内人
ドミンゴス・リベイロと日本人キリシタンのゴノエ・バルトロメウの二人は秘密裡の調査を行い、横瀬浦
の好条件を確認して、大村家家老朝長純利と交渉し、宣教活動を容認する旨、内諾を得た。
さらに大村純忠との間で、修道士を領内で受け入れ、教会の建設を承認し、教会の財源として横江浦の地
を寄進することが約束され、1563年大村純忠は受洗し、教名をドン・ベルトラメウと名乗った。その後お
よそ20年間に七万人余りが改宗する。（神田2016 P．98）

註8 安野氏は、日本商人の利用した〈外町〉の船着場は「船津町」だったとし、「外町」は日本各地から貿易港
長崎にやってきた「諸国商人」向けの「船宿」の町であったと評価している（安野1992）。

註9 安野氏は、元亀二年（1571）の「町割り・開港」が大村純忠・有馬義鎮・イエズズ会三者による（安野1989）
として時期区分に（1）大村・有馬両主時代（元亀二年の春）を設定している（安野1974・1992）。しかし、
外山氏は、大村氏領に対して元亀二年以前から有馬氏の宗主権が及んでいたことを指摘しており、安野氏が
言う元亀二年春の一時期のみが大村・有馬両主時代というのには賛成できないとされている。また、安野氏
が時期区分としてあげている（3）佐賀領時代（天正五年－天正八年）についても、外山幹夫氏はなぜ長崎
が「佐賀領」にならねばならないのか理解しがたいと指摘している（外山2011）。
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